
口腔外科専門医等資格認定申請についてのお知らせ
　2022 年 11 月 3 日開催の定時総会において， 専門医制度施行細則が下記のとおり改正されました．つきましては， 

新規認定・更新認定にはこの改正に伴う追加条件がございますのでご留意ください．

 1 ．専門医資格認定・更新の要件としての日本歯科専門医機構共通研修の義務化

　 　日本歯科専門医機構が実施する歯科専門医認定の際， 同機構の認定する共通研修を受講し必要な単位を取得

することが必須とされたことから， 専門医新規認定又は更新認定の際の基準として共通研修の受講を義務づける

もの．なお， 専門医の質保証の観点から， 歯科医師免許， 医師免許の区別なく共通研修の受講を義務付けるが， 

医師免許のみの専門医は日本歯科専門医機構の歯科専門医認定の対象とはならない．（第19 条の2， 第 43 条の2）

 2 ．専門医資格更新要件の追加と終身指導医資格の見直し

　 　日本歯科専門医機構が実施する歯科専門医認定の際， 各学会は同機構の定める歯科専門医制度基本整備指針

を踏まえた専門医制度とすることが求められており， 専門医資格更新の要件として同指針に定める診療実績及び

地域貢献を必要単位とするとともに， 終身指導医を廃止し一定の条件を満たした場合の指導医更新の必要単位

を見直すもの．（第 43 条， 別表 2）

 3 ．若手口腔外科医交流会を資格申請・更新のための研修単位基準として追加

　 　若手口腔外科医交流会を， 支部学術集会と同様に専門医制度資格申請・更新の研修単位として追加するもの， 

ただし， 指導医資格申請・更新の場合の単位とはしない．（第 13 条， 第 19 条， 第 43 条， 第 44 条， 別表 1， 別表 2）

 4 ．別表 5の一部改正

　　手術難易度区分表について， 明確化を図るため改正するもの．

口腔外科専門医等資格認定申請における要領

　2023 年の口腔外科専門医等認定審査を下記の要領でそれぞれ実施いたしますので，期日までに申請書をご提出

ください．申請にあたっては最新の専門医制度規則，同施行細則及び 2023 年版専門医制度各種資格申請の手引き

をご熟読のうえ，申請資格要件をご確認ください．

　最新の専門医制度規則，同施行細則は本学会雑誌 12 号巻末に，2023 年版専門医制度各種資格申請の手引きは

12 月下旬頃に本学会ホームページの会員専用ページ 「MyWeb」 内に掲載いたします．ダウンロードのうえご利用

ください．

　Ⅰ．第 16回口腔外科認定医認定申請

　　申 請 受 付 期 間： 2023 年 8 月 1 日 〜  8 月 31 日　消印有効 

　　書 　 類 　 審 　 査： 2023 年 11 月 下旬

　　筆 　 記 　 試 　 験： 2024 年 1 月 上旬 

　　筆 記 試 験 会 場： 東京及び大阪に設営予定

 （新型コロナウイルス感染症の状況により変更の可能性があります）

　　※ 2019 年申請まで認められていた研修期間の経過措置が終了し， 2020 年申請からは学会入会後 3 年以上
　　　 研修期間が必要です．



Ⅱ．第 44回口腔外科専門医認定申請

　　申 請 受 付 期 間： 2023 年 4 月 1 日 〜 4 月 30 日　消印有効 

　　書 　 類 　 審 　 査： 2023 年 6 月 初旬・中旬

 （新型コロナウイルス感染症の状況により変更の可能性があります）

　　筆 　 記 　 試 　 験： 2023 年 6 月 下旬・7 月 上旬 （同上）

　　試 　 験 　 会 　 場： 東京都内の予定 （同上）

　　 手術実地審査は， 筆記試験・口頭試問の合格者による審査希望日の申告にもとづき調整のうえ， 翌年 1 月 31 日
までの間に実施いたします．（同上）

　　 口腔外科認定医・口腔外科専門医の試験日及び会場は， 書類審査合格通知及び本学会ホームページ内の会員
専用ページ 「MyWeb」 でお知らせいたします．

Ⅲ．第 53回口腔外科指導医認定申請

　　申 請 受 付 期 間：2023 年 4 月 1 日 〜 4 月 30 日　消印有効 

　　書 　 類 　 審 　 査： 2023 年 6 月 中旬

 （新型コロナウイルス感染症の状況により変更の可能性があります）

　　 面接・手術実地審査は， 書類審査合格者による審査希望日の申告にもとづき調整のうえ， 翌年 1 月 31 日までの
間に実施いたします．（同上）

Ⅳ．第 53回研修施設及び第 16回准研修施設認定申請

　　申 請 書 受 付 期 間： 2023 年 4 月 1 日 〜 4 月 30 日　消印有効 

　　書 　 類 　 審 　 査： 2023 年 6 月 中旬 

　　実地調査は書類審査合格施設について，調整のうえ実施いたします．

□ 申請に関するお問合せ先　accredit@jsoms.or.jp

　 各申請書提出期限が近くなりますとお問合せが多くなり， 対応が遅れる場合がありますので， 早めのご準備を 

　 お願いいたします．


